
島根県松くい虫被害対策事業補助金交付要綱

（主旨）
第１条 県の交付する松くい虫被害対策事業補助金については、補助金等交付規則（昭和３２年島根
県規則第３２号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助金交付の目的）
第２条 松くい虫被害対策事業に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付の目的、交付の対象
とする事業の内容、交付の率及び補助事業者は次のとおりとし、県は予算の範囲内で交付するもの
とする。

交付の目的 事業の内容 交付の率 補助事業者
松くい虫の駆除及び 次の各号に掲げる事 事業費の１/２以内 1.市町村
まん延防止を図り 業であって､別表に 2.森林組合
松くい虫被害対策に 定める採択基準に適 3.市町村又
資する 合するものとする｡ は森林組

合以外の
1.空中散布 者であっ
2.被害防止対策 て知事が
3.地上散布 認めた者
4.樹幹注入
5.伐倒駆除
6.特別伐倒駆除
7.防除推進員設置
8.作業道整備

（補助金の交付申請）
第３条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の規定により定める書類を知事が別に定め
る期日までに提出しなければならない。

提出すべき書類の 様 式 部数 申請書に添付すべき 様 式 部数
名称 書類の名称
松くい虫被害対策 様式第１号 １ 事業計画書 様式第１号 １
事業補助金交付申 付属様式１
請書 収支予算書 様式第１号 １

付属様式２

（申請内容の変更）
第４条 補助事業者は、規則第９条第１項の規定により、知事の承認を受けようとする場合に提出す
る書類は、次に掲げるところによるものとする。

提出すべき書類の 様 式 部数 変更承認申請書に添 様 式 部数
名称 付すべき書類の名称
松くい虫被害対策 様式第２号 １ 事業変更計画書 様式第２号 １
事業変更承認申請 付属様式１
書 変更収支予算書 様式第２号 １

付属様式２

（遂行状況報告）
第５条 補助事業者は10月末日現在の補助事業の遂行状況を報告する場合は、次の表に掲げる書類を
翌月の10日までに提出するものとする。

提出すべき書類の名称 様 式 部 数
松くい虫被害対策事業遂行状況報告書 様式第３号 １



（概算払請求）
第６条 補助事業者が補助事業を当該年度内に完成する場合において、その完成を確実にするため概
算払いの請求をする場合は、次の表に掲げる書類を提出するものとする。

提出すべき書類の名称 様 式 部 数
松くい虫被害対策事業補助金概算払請求書 様式第４号 １
松くい虫被害対策事業遂行状況報告及び補助金概算払請求書 様式第５号 １

（着手、完了届）
第７条 補助事業者は地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第221条第２項の規定により当該補助事業
の状況を次の表に定めるところにより知事に報告しなければならない。

提出すべき書類の名称 様 式 部 数
松くい虫被害対策事業着手届 様式第６号 １
松くい虫被害対策事業完了届 様式第７号 １

（実績報告）
第８条 補助事業者は、規則第１０条の規定により、補助事業が完了したときは次に掲げる書類を事
業完了の日から起算して１ヵ月以内又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日ま
でに知事に提出しなければならない。
なお、補助金の全額が概算払により交付された場合における報告の期日は、前記の規定にかかわら
ず、補助金の交付決定のあった年度の３月末日までとする。

提出すべき書類の 様 式 部数 実績報告書に添付す 様 式 部数
名称 べき書類の名称
松くい虫被害対策 様式第８号 １ 事業成績書 様式第８号 １
事業実績報告書 付属様式１

収支精算書 様式第８号 １
付属様式２

（書類等の整備保存）
第９条 補助事業者は、この事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該
収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の完了の翌年度から起算して５ヵ年間整備、保存し
ておかなければならない。

付則 この要綱は平成２年４月17日から施行する。

付則 この要綱は平成６年４月１日から施行する。

付則 この要綱は平成７年４月１日から施行する。

付則 この要綱は平成８年４月１日から施行する。

付則 この要綱は平成９年７月１日から施行する。

付則 この要綱は平成１１年４月１日から施行する。

付則 この要綱は平成１６年８月２日から施行する。

付則 この要綱は平成１７年４月１日から施行する。

付則 この要綱は平成１９年４月１６日から施行する。

付則 この要綱は平成２２年６月１日から施行する。

付則 この要綱は令和４年４月１日から施行する。



別表
防 除 方 法 採 択 基 準

一 般 散 布 １．松くい虫によって被害を受けたか若しくは被害を受ける恐れのある
松林を対象として空中から行う薬剤防除であって、その効果が期待で

空 カ ー テ ン 散 布 きるものであること。

中 ガンノズル散布

散 ス ポ ッ ト 散 布

布 微 量 散 布

ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ(MC)

被 害 防 止 対 策 １．空中散布に伴う周辺及び他産業への被害防止のための事前措置であ
ること。

１．松くい虫によって被害を受けたか若しくは被害を受ける恐れのある
地 上 散 布 松林を対象として動力噴霧器等を利用して行う薬剤防除であって、そ

の効果が期待できるものであること。

１．高度公益機能森林及び地区保全森林において、空中散布又は地上散
樹 幹 注 入 布等を実施することが適当でない松林で実施する生立木への樹幹注入

剤の施用であって、その効果が期待できるものであること。

薬剤散布型 １．松くい虫によって被害を受け、松くい虫が寄生している枯損木を対
伐倒駆除 象として行う伐倒駆除であって、その効果が期待できるものであるこ

く ん 蒸 型 と。

１．松くい虫によって被害を受け、松くい虫が寄生している枯損木を対
特 別 伐 倒 駆 除 象として行う伐倒・破砕又は、伐倒・焼却(炭化を含む)であって、

その効果が期待できるものであること。

１．補助の目的にあった推進員を設置するものであって、被害対策全般
防 除 推 進 員 設 置 に寄与することが期待できるものであること。

１．防除対象松林を保全するために必要な作業道であり、松くい虫防除
作 業 道 整 備 関連事業の効率化・低コスト化にその効果が期待できるものであるこ

と


